
 

令和４年３月定例会提出議案概要（記者発表資料） 

 

１ 招集告示日   令和４年２月２２日 

２ 招 集 日   令和４年３月１日 

３ 提出議案件数  ３３件 

予 算 ２１件 

条 例  ８件 

その他  ４件 

４ 議案等件名 

議案第 ３ 号 令和３年度西条市一般会計補正予算（第１７回） 

について 

議案第 ４ 号 令和３年度西条市介護保険特別会計補正予算 

（第４回）について 

議案第 ５ 号 令和３年度西条市港湾上屋事業特別会計補正予 

算（第１回）について 

議案第 ６ 号 令和３年度西条市本谷温泉事業特別会計補正予 

算（第１回）について 

議案第 ７ 号 令和３年度西条市壬生川財産区特別会計補正予 

算（第１回）について 

議案第 ８ 号 令和３年度西条市公共下水道事業会計補正予算 

（第１号）について 

議案第 ９ 号 令和４年度西条市一般会計予算について 

議案第１０号 令和４年度西条市国民健康保険特別会計予算に 

ついて 

議案第１１号 令和４年度西条市介護保険特別会計予算につい 

て 

議案第１２号 令和４年度西条市港湾上屋事業特別会計予算に 

ついて 

議案第１３号 令和４年度西条市ひうち地域振興整備事業特別 

会計予算について 

議案第１４号 令和４年度西条市土地開発事業特別会計予算に 

ついて 

議案第１５号 令和４年度西条市小松地域交流事業特別会計予 

算について 

議案第１６号 令和４年度西条市本谷温泉事業特別会計予算に 

ついて 

別 

冊 



 

議案第１７号 令和４年度西条市畑地かん水事業特別会計予算 

について 

議案第１８号 令和４年度西条市庄内財産区特別会計予算につ 

いて 

議案第１９号 令和４年度西条市壬生川財産区特別会計予算に 

ついて 

議案第２０号 令和４年度西条市後期高齢者医療保険特別会計 

予算について 

議案第２１号 令和４年度西条市水道事業会計予算について 

議案第２２号 令和４年度西条市病院事業会計予算について 

議案第２３号 令和４年度西条市公共下水道事業会計予算につ 

いて 

議案第２４号 一般財団法人愛媛県廃棄物処理センター東予事 

業所解体撤去工事委託契約の一部変更について ・  １ 

議案第２５号 本谷温泉館指定管理に係る費用償還等請求事件 

における和解について ・・・・・・・・・・・・  ２ 

議案第２６号 西条市ひと・夢・未来創造拠点複合施設の指定 

管理者の指定について ・・・・・・・・・・・・  ３ 

議案第２７号 西条市産業情報支援センターの指定管理者の指 

定の期間の変更について ・・・・・・・・・・・  ４ 

議案第２８号 西条市成年後見制度利用促進審議会条例につい 

て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５ 

議案第２９号 西条市総合支所設置条例等の一部を改正する等 

の条例について ・・・・・・・・・・・・・・・  ７ 

議案第３０号 西条市個人情報保護条例及び西条市行政手続に 

おける特定の個人を識別するための番号の利用 

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特 

定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す 

る条例について ・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 

議案第３１号 西条市職員の給与に関する条例等の一部を改正 

する条例について ・・・・・・・・・・・・・・  ９ 

議案第３２号 西条市特別会計条例の一部を改正する条例につ 

いて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

議案第３３号 西条市道前クリーンセンター設置及び管理条例 

の一部を改正する条例について ・・・・・・・・ １２ 

議案第３４号 西条市企業立地促進条例の一部を改正する条例 

別 

冊 



 

について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３ 

議案第３５号 西条市が管理する道路の構造の技術的基準に関 

する条例の一部を改正する条例について ・・・・ １４ 

 



1 

議案第２４号  一般財団法人愛媛県廃棄物処理センター東予事業所解

体撤去工事委託契約の一部変更について 

（衛生課） 

 

１ 提出の理由 

  一般財団法人愛媛県廃棄物処理センター東予事業所解体撤去工事に係る委

託契約の一部変更について、西条市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（平成１６年西条市条例第４８号）第２条の規定によ

り、議会の議決を求めるものである。 

 

２ 概要 

(1) 変更契約金額 

２２０，３０２，０００円 

（１０９，５５３，０００円の減額） 

(2) 契約の相手方 

  愛媛県松山市一番町四丁目４番地２ 

   一般財団法人愛媛県廃棄物処理センター 

    理事長 服 部   正 

 (3) 変更内容 

一般財団法人愛媛県廃棄物処理センターが行った工事契約における入札

減少金の発生等を踏まえて、契約金額を変更するもの 
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議案第２５号  本谷温泉館指定管理に係る費用償還等請求事件におけ

る和解について 

（観光振興課） 

 

１ 提出の理由 

  本谷温泉館指定管理に係る費用償還等請求事件について、相手方と和解す

るため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規

定により議会の議決を求めるものである。 

 

２ 概要 

(1) 和解の相手方 

  大阪府大阪市中央区平野町一丁目８番１１号 

   桂経営ソリューションズ株式会社 

    代表取締役 桂   幹 人 

(2) 和解の内容 

 ア 市は、相手方に対し、解決金６，０００，０００円の支払義務があるこ

とを認め、これを令和４年４月末日限り、相手方の指定する預金口座に振

り込んで支払う。ただし、振込手数料は市の負担とする。 

 イ 相手方は、市に対し、残置動産の所有権を放棄するとともに、市が残置

動産を廃棄することを承諾する。 

 ウ 相手方は、市に対し、市が相手方に対し弁済供託済みの金員（３，７３

３，３３２円）につき、供託不受諾を事由とした供託金の取戻しをするこ

とを承諾する。 

 エ 相手方はその余の請求を放棄する。 

 オ 相手方及び市は、相手方と市の間には、本和解条項に定めるもののほか、

何らの債権債務がないことを相互に確認する。 

 カ 訴訟費用は各自の負担とする。 
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議案第２６号  西条市ひと・夢・未来創造拠点複合施設の指定管理者 

        の指定について   

（公共施設マネジメント推進室） 

 

１ 提出の理由 

  西条市ひと・夢・未来創造拠点複合施設の指定管理者を指定するため、地方 

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会 

の議決を求めるものである。 

 

２ 概要 

  次のとおり公の施設の指定管理者を指定しようとするものである。 

施 設 名 指定管理者候補 

西条市ひと・夢・未来創造拠点複合 

施設 
西条市交流チャレンジ推進グループ 

 

３ 指定の期間 

  令和４年７月１日から令和７年３月３１日までの２年９か月間 
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議案第２７号  西条市産業情報支援センターの指定管理者の指定の期 

間の変更について   

（産業振興課） 

 

１ 提出の理由 

  西条市産業情報支援センターの指定管理者の指定の期間を変更するため、 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、 

議会の議決を求めるものである。 

 

２ 施設の名称 

  西条市産業情報支援センター 

 

３ 指定管理者である団体 

  株式会社西条産業情報支援センター 

 

４ 指定の期間の変更 

  変更前 令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで 

  変更後 令和３年４月１日から令和４年６月３０日まで 
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議案第２８号  西条市成年後見制度利用促進審議会条例について 

（包括支援課） 

 

１ 提出の理由 

成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成２８年法律第２９号。以下

「法」という。）第１４条第２項の規定に基づき、市の区域における成年後見

制度の利用の促進に関し調査審議することを目的として、西条市成年後見制

度利用促進審議会（以下「審議会」という。）を設置するため、所要の条例を

制定しようとするものである。 

 

２ 概要 

(1) 所掌事務（第２条関係） 

審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、調査審議する。 

ア 成年後見制度の利用の促進に関すること。 

イ 法第２条第３項に規定する成年後見等実施機関の設立等に係る支援に

関すること。 

ウ 法第１４条第１項に規定する成年後見制度の利用の促進に関する施策

についての基本的な計画に関すること。 

エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が必要と認めること。 

(2) 組織（第３条関係） 

ア 審議会は、委員１０人以内で組織する。 

イ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

(ｱ) 法律に関し優れた識見を有する者 

(ｲ) 医療又は福祉に関し優れた識見を有する者 

(ｳ) 成年後見制度に関し優れた識見を有する者 

(ｴ) 関係行政機関の職員 

(ｵ) (ｱ)から(ｴ)までに掲げるもののほか、市長が適当と認める者 

(3) 任期（第４条関係） 

委員の任期は、３年とする。 

(4) 会長（第５条関係） 

審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

(5) 会議（第６条関係） 

ア 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

イ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 
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３ 施行期日 

令和４年４月１日 
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議案第２９号  西条市総合支所設置条例等の一部を改正する等の条例

について 

（職員厚生課） 

 

１ 提出の理由 

今後更に厳しい財政状況が予想される中、総合支所及び出張所の組織、取

扱業務等を整理し、組織及び業務の効率化、合理化及び適正化を図ることに

より、持続可能な市民サービスを提供するため、所要の条例改正を行おうと

するものである。 

 

２ 概要 

(1) 西条市総合支所設置条例（平成１６年西条市条例第９号）に定める総合支

所について、東予総合支所にあっては、市民の利便性が急激に損なわれるこ

とのないよう、その機能をほぼ維持した西部支所とし、丹原総合支所及び小

松総合支所にあっては、印鑑登録等の手続、住民票の写し、各種証明書等の

発行、市税等の収納のほか、各種申請、届出等の受付、本庁又は西部支所へ

の取次ぎ等の業務を行う丹原サービスセンター及び小松サービスセンター

とする。 

(2) 西条市出張所設置条例（平成１６年西条市条例第１０号）を廃止する。 

なお、同条例に定める各出張所については、西条市市民サービスコーナー

設置規則（平成２６年西条市規則第４号）に定める市民サービスコーナーと

することを予定している。 

(3) 西条市公告式条例（平成１６年西条市条例第３号）に定める条例の公布等

を行う掲示場について、西条市役所掲示場以外の掲示場を廃止する。 

(4) 西条市議会議員及び西条市長の選挙における選挙公報の発行に関する条

例（平成１６年西条市条例第２０号）に定める選挙公報の配布場所に関する

規定を整備する。 

 

３ 施行期日 

  令和４年８月１日 
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議案第３０号  西条市個人情報保護条例及び西条市行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例の一部を改正する条例について 

（総務課） 

 

１ 提出の理由 

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年

法律第３７号）の一部が施行されること等に伴い、所要の条例改正を行おうと

するものである。 

 

２ 概要 

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律

第５９号）の廃止並びに統計法（平成１９年法律第５３号）及び行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法

律第２７号）の一部改正に伴い、各法律の規定を引用する条例の規定について

整備を行う。 

 

３ 施行期日 

公布の日。ただし、西条市個人情報保護条例（平成１６年西条市条例第１２

号）第１５条及び第４５条の改正規定については、令和４年４月１日 
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議案第３１号  西条市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例について 

（職員厚生課） 

 

１ 提出の理由 

本年度における国家公務員の給与の取扱いに鑑み、本市一般職職員の給与

等を改定するため、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

(1) 期末手当の支給月数の引下げ 

＜一般職の職員＞ 

 年  間 支給月数 4.3 月 （現行 4.45 月） 

 

 

 

 

支 給 期 期末手当 勤勉手当 計 

４ ６月期 1.2  月(△0.075 月) 0.95 月(改定なし) 2.15 月(△0.075 月) 

年 １２月期 1.2  月(△0.075 月) 0.95 月(改定なし) 2.15 月(△0.075 月) 

度 計 2.4  月(△0.15 月) 1.9 月(改定なし) 4.3  月(△0.15 月) 

 

＜特別職の職員＞ 

年  間 支給月数 3.25 月（現行 3.35 月） 

 支 給 期 期末手当 

４ 

年 

度 

６月期 1.625 月（△0.05 月） 

１２月期 1.625 月（△0.05 月） 

  計 3.25 月 (△0.1 月) 

 

＜再任用の職員＞ 

 年  間 支給月数 2.25 月 （現行 2.35 月） 

 

 

 

 

支 給 期 期末手当 勤勉手当 計 

４ ６月期 0.675 月(△0.05 月) 0.45 月(改定なし) 1.125 月(△0.05 月) 

年 １２月期 0.675 月(△0.05 月) 0.45 月(改定なし) 1.125 月(△0.05 月) 

度 計 1.35 月(△0.1 月) 0.9 月(改定なし) 2.25 月(△0.1 月) 

 

(2) 令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置 

  令和３年１２月期に支給された期末手当の減額調整 

ア 西条市職員の給与に関する条例（平成１６年西条市条例第４１号）の

適用を受ける職員（再任用職員を除く。） １２７．５分の１５ 

イ 再任用職員 ７２．５分の１０ 
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ウ  特別職の職員で常勤のもの １６７．５分の１０ 

 

３ 施行期日 

令和４年４月１日（同日において、一般職の国家公務員の令和４年６月に支

給される期末手当の額改定に係る法律が施行されていない場合にあっては、

当該法律の施行の日） 
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議案第３２号  西条市特別会計条例の一部を改正する条例について 

（包括支援課） 

 

１ 提出の理由 

西条市地域包括支援センター業務の委託により、指定介護予防支援事業所

として市が実施している介護サービス事業が受託事業者において実施される

ことに伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

西条市介護保険特別会計のうち、介護サービス事業に関する規定を削除す

る。 

 

３ 施行期日 

令和４年４月１日 
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議案第３３号  西条市道前クリーンセンター設置及び管理条例の一部

を改正する条例について 

（衛生施設課） 

 

１ 提出の理由 

西条市道前クリーンセンターの処理手数料のうち事業所から排出される一

般廃棄物及び産業廃棄物の処理手数料を見直し、搬入量に応じた料金体系と

することにより、ごみの減量化を図るため、所要の条例改正を行おうとするも

のである。 

 

２ 概要 

  事業所から排出される一般廃棄物及び産業廃棄物の処理手数料について、

搬入量１００キログラム以上の区分を削除し、１０キログラムごとの処理手

数料に統一する。 

 

３ 施行期日 

  令和４年４月１日 
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議案第３４号  西条市企業立地促進条例の一部を改正する条例について 

（産業振興課） 

 

１ 提出の理由 

脱炭素社会の実現に向け積極的に取り組む企業の設備投資に対して優遇措

置を講じるとともに、持続可能な奨励制度の実施に資するため、所要の条例改

正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

(1) 脱炭素化取組促進奨励金の新設 

二酸化炭素排出量の削減を図る取組として、２，０００万円以上の設備投

資を行った指定事業者に対して、投資した設備等に係る固定資産税相当額

を３年間、２，０００万円を限度に交付する。 

(2) 奨励金交付総額の上限の設定 

企業立地促進奨励金、用地取得奨励金、雇用促進奨励金及び工業用水利用

促進奨励金の指定事業者に係る奨励金の交付総額について、単年度１億円

の上限を設け、１億円を超える部分については、次年度以降の申請に基づき

交付することとする。 

(3) 既存奨励制度の廃止 

新規事業促進奨励金及び情報通信関連企業奨励金を廃止する。 

(4) 設備投資促進奨励金の交付限度額の引下げ 

交付限度額を２，０００万円から１，０００万円に引き下げる。 

(5) 事業継続強化事業費奨励金に係る中小企業者の設備投資額及び交付限度

額の引下げ 

中小企業者の設備投資額を３，０００万円から２，０００万円に引き下げ

るとともに、交付限度額を５，０００万円から２，０００万円に引き下げる。 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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議案第３５号  西条市が管理する道路の構造の技術的基準に関する条

例の一部を改正する条例について 

（建設道路課） 

 

１ 提出の理由 

道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

（令和２年政令第３２９号）が施行されたことに伴い、所要の条例改正を行お

うとするものである。 

 

２ 概要 

自転車通行帯、自動運行補助施設及び歩行者利便増進道路に関する規定を

追加する。 

 

３ 施行期日 

  令和４年４月１日 

 


